
ひとり親世帯生活支援特別給付金支給要件確認フローチャート

※1 「児童扶養手当法に基づくひとり親」については、

　下記のとおりです。

　日本国内に住所があり、次のいずれかに該当する児童

（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間

　にある者又は２０歳未満で政令で定める程度の障害の

　状態にある者）を監護している父または母、若しくは

　当該児童を養育する養育者。

 ① 父母が婚姻を解消した児童

 ② 父または母が死亡した児童

 ③ 父または母が政令で定める程度の障害の状態にある児童

 ④ 父または母の生死が明らかでない児童

 ⑤ 父または母が引き続き１年以上遺棄している児童

 ⑥ 父または母がＤＶ被害に関する保護命令を受けた児童

 ⑦ 父または母が引き続き１年以上拘禁されている児童

 ⑧ 母が婚姻によらないで懐胎した児童

※2 「扶養義務者等」については、下記のとおりです。

① 扶養義務者

　申請者と生計を同じくしている（または申請者が養育

　者である場合には申請者の生計を維持している）申請

　者の父母、祖父母、子、孫等の直系血族です。

② 申請者の配偶者

　申請者が養育者の場合や、配偶者の障害により「児童

　扶養手当法に基づくひとり親」となる場合に該当します。

簡易な所得額の申立書【公的年金給付等受給者】にて、申請者
本人と扶養義務者等※2の年間所得額が基準額を下回っている

簡易な収入額の申立書【家計急変者】にて、申請者本人と扶養
義務者等※2の年間収入額が基準額を下回っている

簡易な所得額の申立書【家計急変者】にて、申請者本人と扶養
義務者等※2の年間所得額が基準額を下回っている

物価高騰の影響に
より家計が急変した

令和７年１２月分児童扶養手当を受給している
（全部又は一部支給）

児童扶養手当法に基づくひとり親※1である

令和７年１１月末時点
で児童扶養手当の
受給資格がある

令和７年１２月時点で
公的年金等を受給

している

簡易な収入額の申立書【公的年金給付等受給者】にて、申請者
本人と扶養義務者等※2の年間収入額が基準額を下回っている
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